
　

案件

第１７号

第１８号

保有個人情報の開示請求

行政情報の公開請求

学校運営協議会委員の任命について

日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱の一部を改正
する要綱の制定について

第９号

令和７年(２０２５年)６月１１日(水)   午後２時

開催場所

教育委員会室（５０６会議室）

教育委員　各位

 

令 和 ７ 年 ( ２ ０ ２ ５ 年 ) ６ 月 ６ 日

日 教 庶 第 ２ ０ ９ 号

（公印省略）

日野市教育委員会

教育長職務代理者　髙木　健夫

開催日時

令和７年度第３回教育委員会定例会の開催について

　日野市教育委員会告示第3号により、下記のとおり令和７年度第３回教育委員会定
例会を開催します。定刻までに御参集ください。

第１５号

第１６号

日野市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について

日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定
について

第１０号

都教委・田中佐岐子氏が「君が代を声高らかに、国旗に敬礼を」と
ピエロ的演技まで見せ付ける卒業式等の派遣職員説明会を非公開で
開催したり、05年の賀澤敬二課長が「年端もいかぬ高校生」と放言
したりした事案で、意見書を出して頂きたい等の請願

第7-3号

議案

請願

報告事項



　

 



ページ番号

議案第１５号

上記議案を提出する。

令和７年６月１１日  提出

日野市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第７項の規定に基づ
く、「対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事
項」について、改正を行うものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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教育委員会規則第 号 

 

日野市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

 

日野市学校運営協議会規則（平成29年教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。 

第５条第２項中「対象学校の」の次に「運営改善に資する建設的な意見として、」を加

え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、対象学校における転任を求める意見及び個人を特定しての意見を述べること

はできない。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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日野市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の新旧対照表                  ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略 

（意見の申出） （意見の申出） 

第５条 略 第５条 略 

２ 協議会は、対象学校の運営改善に資する建設的な意見と

して、都費負担職員の採用その他の任用に関する事項につ

いて、教育委員会を経由し、東京都教育委員会に対して意

見を述べることができる。ただし、対象学校における転任

を求める意見及び個人を特定しての意見を述べることはで

きない。 

２ 協議会は、対象学校の                               

     都費負担職員の採用その他の任用に関する事項につ

いて、教育委員会を経由し、東京都教育委員会に対して意

見を述べることができる。                             

                                                    

        

３ 略 ３ 略 

第６条 以下略 第６条 以下略 
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ページ番号

議案第１６号

上記議案を提出する。

令和７年６月１１日  提出

日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について

根拠法の引用条項及び文言の修正を行うものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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教育委員会規則第 号 

 

日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

日野市立学校の管理運営に関する規則（昭和36年教育委員会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条第１項中「第49条」を「法第49条」に改める。 

第10条の７第１項中「第47条の６」を「第47条の５」に改める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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日野市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の新旧対照表             ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

第１条～第８条の４ 略 第１条～第８条の４ 略 

（都費負担職員等） （都費負担職員等） 

第９条 小中学校に都費負担事務職員等（法第37条第２項及

び同条同項を準用する法第49条に規定する「その他必要な

職員」のうち、都費負担栄養士を含む。）の主事を置くこ

とができる。 

第９条 小中学校に都費負担事務職員等（法第37条第２項及

び同条同項を準用する第49条  に規定する「その他必要な

職員」のうち、都費負担栄養士を含む。）の主事を置くこ

とができる。 

２、３ 略 ２、３ 略 

第10条～第10条の６ 略 第10条～第10条の６ 略 

（学校運営協議会） （学校運営協議会） 

第10条の７ 開かれた学校づくりの一環として、委員会は、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律

第162号）第47条の５に規定する学校運営協議会を置くよう

に努めなければならない。 

第10条の７ 開かれた学校づくりの一環として、委員会は、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律

第162号）第47条の６に規定する学校運営協議会を置くよう

に努めなければならない。 

２ 略 ２ 略 

第10条の８ 以下略 第10条の８ 以下略 
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ページ番号

議案第１７号

上記議案を提出する。

令和７年６月１１日  提出

学校運営協議会委員の任命について

日野市学校運営協議会規則（平成２９年教育委員会規則第７号）第８条の規定
に基づく委員の任命を行うものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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 学校運営協議会委員の任命 

<<日野市立仲田小学校>> 

任命・

解任

等の

別 

任命・退任

の日 
任期 氏名 住所 備考 

任命・解任等

の理由 

任命 
令和 7 年 

７月２日 

自：令和 7 年 7 月 2 日 

至：令和 8 年 3 月 31 日 
池田 紗恵子  

PTA 役員 

（保護者） 

保護者の 

増員 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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ページ番号

議案第１８号

上記議案を提出する。

令和７年６月１１日  提出

日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱の一部を改正する要綱の
制定について

市民の調査研究、教養等に資するための情報提供サービスとして設置する図書
館利用者用インターネット端末について、情報環境の現状を鑑み、利用対象者
の範囲を市内在住・在勤・在学者とするものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱の一部を改正する要綱 

 

日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱（平成26年1月8日制定）の一部を

次のように改正する。 

第３条中「日野市立図書館運営規則第6条に定める日野市立図書館利用者カード（以下「利

用者カード」という。）又は住所、氏名及び生年月日を確認できる身分証明書を提示でき

る者とする。」を「日野市内に居住又は通勤若しくは通学する者で有効期限内にある日野

市立図書館運営規則第6条に定める日野市立図書館利用者カード（以下「利用者カード」と

いう。）を所有する者とする。」に改める。 

 第５条中「又は、住所、氏名及び生年月日を確認できる身分証明証」を削る。  

第６条中「、又は提示された身分証明証の記載」を削る。 

   付 則 

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱第３条、

第５条、第６条の規定は、令和７年７月１日から適用する。 
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日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱の一部を改正する制定の新旧対照表 ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱 日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱 

平成26年１月８日 平成26年１月８日 

制定 制定 

第１条、第２条 略 第１条、第２条 略 

（利用対象者） （利用対象者） 

第３条 端末を利用できる者は、日野市内に居住又は通勤若

しくは通学する者で有効期限内にある日野市立図書館運営

規則第６条に定める日野市立図書館利用者カード（以下

「利用者カード」という。）を所有する                

        者とする。ただし、図書館長が特に利用を認めた

場合は、この限りでない。 

第３条 端末を利用できる者は、日野市立図書館運営規則第

６条に定める日野市立図書館利用者カード（以下「利用者

カード」という。）又は住所、氏名及び生年月日を確認で

きる身分証明証を提示できる者とする。ただし、図書館長

が特に利用を認めた場合は、この限りでない。 

（利用日時・停止） （利用日時・停止） 

第４条 略 第４条 略 

（利用の申込み） （利用の申込み） 

第５条 端末を利用しようとする者は、利用する当日に各端

末の設置場所において、日野市立図書館利用者用インター

ネット端末利用申込書（別記様式。以下「申込書」とい

う。）に、住所、氏名及び生年月日を記入し、利用者カー

ド                                                  

第５条 端末を利用しようとする者は、利用する当日に各端

末の設置場所において、日野市立図書館利用者用インター

ネット端末利用申込書（別記様式。以下「申込書」とい

う。）に、住所、氏名及び生年月日を記入し、利用者カー

ド又は、住所、氏名及び生年月日を確認できる身分証明証
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を提示して申し込まなければならない。 を提示して申し込まなければならない。 

（利用承認手続き） （利用承認手続き） 

第６条 図書館は、申込書と提示された利用者カードの図書

館貸出管理システムの登録データ                      

          を照合し、本人確認をした上で利用を承認す

る。 

第６条 図書館は、申込書と提示された利用者カードの図書

館貸出管理システムの登録データ、又は提示された身分証

明証の記載を照合し、本人確認をした上で利用を承認す

る。 

第７条～第14条 略 第７条～第14条 略 

付 則 付 則 

略 略 

別記様式 略 別記様式 略 
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請願審査 

 

請 願 

番 号 
請願第７－３号 

受 付 

年月日 
令和７年５月２０日 

件 名 

都教委・田中佐岐子氏が「君が代を声高らかに、国旗に敬礼を」とピエロ的

演技まで見せ付ける卒業式等の派遣職員説明会を非公開で開催したり、05年

の賀澤敬二課長が「年端もいかぬ高校生」と放言したりした事案で、意見書

を出して頂きたい等の請願 

請願者 

住 所 

氏 名 
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ページ番号

報告事項第９号

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年６月１１日  提出

行政情報の公開請求

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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行政情報の公開請求 

 

 請求日 決定日 請求件名 決定内容 

１ ４月１０日 ４月２４日 

１．2025年 4月の入学式と 2025

年 3 月の卒業式の日の丸・君が

代式場の配置について都教委

（多摩事務所を含む）↔市教委↔

市立幼小中学校の三者間でやり

とりした文書（都教委が下ろし

てきた文書から始まり、市教委

が都に報告した文書までの全

て） 

 

２．都教委は 2024年度中に「１

教育課程の編成」で始まり「10

教育課程の適正な実施に係る育

成計画 実施報告」で終わる全

110頁ほどの日の丸・君が代問題

に係る都立学校向けの冊子のも

のを（メールに添付の形で）送

信してきた。この全 110 頁ほど

の冊子は既に情報公開請求で入

手しているので開示は不要だ

が、都教委→日野市教委→市立

幼小中学校の間でやりとりした

文書（依頼文や鑑文的なものや

事務連絡） 

 

３．2025 年 4 月 1 日付で異動し

てきた教委指導係の宇田川裕美

氏（参事）、指導主事の     

氏、    氏の略歴（職歴）

について、市教委・議会局・市

長部局が保有している文書。 

 

４．2025 年度の市立小中の道徳

授業地区公開講座の日程はもと

より、授業テーマや研究協議会

のテーマ講師名の分かる文書 

全部公開 

および 

不存在 
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2 ５月２０日 ５月２９日 

堀川拓郎氏の後任の教育長選任

について、日野市（教委、職員

課、市長公室、議会局）が保有

している文書 

不存在 
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ページ番号

報告事項第１０号

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年６月１１日  提出

保有個人情報の開示請求

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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非公開
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